
記載例22　休業補償請求書　　（全部休業のみの場合）
都支部様式第２号

第 回

地方公務員災害補償基金東京都支部長　殿 年 月 日

　下記の休業補償（休業援護金）を請求（申請）
します。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

(補償費の受領委任） この請求（申請）書による休業補償費（休業援護金）の受領を

（受領者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に委任します。 （委任者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　所属団体名 東京都 所属部局名 〇〇局〇〇部

　氏　名 新宿　太郎 職名 主事 常勤 令第１条職員

 昭和 ５８ 年 １ 月 １ 日 生 （ 40 歳 ） 負傷又は発病の年月日 令和  ５ 年 ７ 月 ３ 日

令和 ５ 年 ７ 月 ４ 日から 令和 ５ 年 ７ 月 31 日までのうち全部休業した日数  28 日

１及び２については、下記のとおりであることを証明します。 ５〇〇第〇〇〇号

年 ８ 月 ７ 日

所属部局の

）Ａ（　　）額与給均平(　

60 円

100

（Ａ） (請求日数） 　　

円

）Ｂ（　　）額与給均平(　

20 円

100

（Ｂ） (請求日数） 　　

円

の被保険者であった。 被保険者ではなかった。

現在の状態 令和 ５ 年 ８ 月 ２ 日

治ゆ 死亡 中止 転医 継続中

請求日数のうち療養のため勤務することができなかったと認められる日数 勤務することができなかったと認められる理由

　

年 月 日から 歩行不能のため

年 月 日まで （７月４日から７月21日まで入院）

１の被災職員については、上記のとおりであることを証明します。

年 8 月 2 日

医療機関の

８ 任意の口座を指定する

〇〇〇銀行 〇〇支店 口座種別

１２３４５６７ 休業補償取扱者
キュウギョウホショウトリアツカイシャ

　　　総務
ソウム

課長
カチョウ

　　甲野
コウノ

　一郎
イチロウ

その他

公金受取口座を利用する（本請求（申請）書に記載の個人番号を利用して公金受取口座との情報連携を行うことに同意する。）

法第30条の制限 有 無

円

円

円

＊
　到達した年月日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

〔注意事項〕

４　休業補償

６　他方年金の
　　受給関係

全部休業した日についての計算

休 業 補 償 請 求 金 額

日
合 計

休 業 援 護 金

＊ 支 払 年 月

送
金
希
望
口
座
等

金融機関名 本支店等名  普通  当座

口 座 番 号
(フリガナ）
口 座 名 義 人

令和 ５

受　理＿ 部　支　金　基者　権　命　任局　部　属　所

年 月＊
決
定
金
額

日知通＊償補業休

円 × ＝

７ 31

29

29

　１３，０８４

７，８５０

      ２，６１６

２，６１６

右下腿骨骨折

７ ４
のうち 28 日

× ＝円

令和　５ 所 在 地 　新宿区西新宿２－８－１

名 称 　〇〇局〇〇部

長 の 職 ・ 氏 名

　１３，０８４ 　　　７，８５０

＊３　所属部局
　　の長の証明

２　請求日数

個　人　番　号

休 業 補 償 請 求 書 認 定 番 号 〇〇〇〇-〇〇〇〇

休業援護金申請書 請 求 回 数 １

フ  リ  ガ  ナ
氏　　 　 　名 新宿

シンジュク

  太郎
タロウ

請求（申請）年月日 令和　５ ８ ８

請求（申請）者の住所
〇〇県〇〇市〇〇町１－２

１　被災職員に
関する事項

文書番号

＊
７
　
医
師
の
証
明

休 業 援 護 金 申 請 金 額
円 × ＝

５　休業援護金

全部休業した日についての計算
円 × ＝

認定傷病名

名 称 　関東整形外科病院

医 師 の 氏 名

令和 ５ 所 在 地 　千代田区永田町〇―〇

令和 ５

（自署又は押印）

２２７，６７５

７５，８６４

（自署又は押印）

新宿 太郎総務課長 甲野 一郎

関東 次郎

（自署又は押印）

（文書番号、所属部局の長の自署若しくは押印又は公印）

部長 淀橋 一男



 

平 均 給 与 額 算 定 書          2 号紙 

被災職員の氏名 
及 び 生 年 月 日 

 
 

補償の種類 休 業 補 償 

 
 1 平均給与額算定内訳 

  災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去 3月間の給与 
  （通勤手当については、地方公務員災害補償法施行規則第 3条第 5項に規定する各月ごとの合計額） 

給 与 期 間 
  年 月 日から 
  年 月 日まで 

  年 月 日から 
  年 月 日まで 

  年 月 日から 
  年 月 日まで 

計 備   考 

総 日 数 日 日 日 日  
通勤手当 
R５年４月支給 
（R５年４月 
～R５年９月分） 

５４，４４０円 

勤務した日数 日 日 日 日 

控 除 日 数 日 日 日 日 

給 
 
 
 
 
 
 

与 

給 料 円 円 円 円 

扶 養 手 当 円 円 円 円 

地 域 手 当 円 円 円 円 

住 居 手 当 円 円 円 円 

通 勤 手 当 円 円 円 円 

時間外勤務手当 円 円 円 円 

宿日直手当 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

 円 円 円 円 

計 円 円 円 円 
(Ａ) 法第 2 条第 4項本文による金額 
 
 （給与総額）  （総日数） 
       円÷    ＝     円   銭 (イ) 

寒冷地手当 
  災害発生の日の属する月の前月の末日以前におけ 

  る直近の寒冷地手当の支給日に支給された寒冷地 

  手当の額 

       円×5÷365＝     円   銭 (ロ) 

                 (イ) ＋ (ロ) ＝           円   銭 
(Ｂ) 法第 2 条第 4項ただし書による金額 
    日、時間又は出来高払制によ 

    って定められた給与の総額 

  （勤務した日数） 

                円÷       ×      ＝      円   銭 (ハ) 

    （その他の給与の総額）    （総日数） 
                円÷           ＝          円   銭 (ニ) 
                  (ロ) ＋ (ハ) ＋ (ニ)  ＝          円   銭 
(Ｃ) 法第 2 条第 6項による金額（同条第４項本文計算） 
    (寒冷地手当の額)  控除日の属する    (その月の総日数)  (控除日数)  (減額された給与の額) 

              月の給与の月額 

   
 
  （控除日の勤務に対して支払われた時間外勤務手当等の合計額）                   円   銭(ヘ) 
                  (ホ) ＋ (ヘ) ＝        円   銭 (ト) 
  （寒冷地手当の額） （総日数）  （給与総額）      (ト) 
 
 
             

（総日数）  （控除日数） 
 

(Ｃ’) 法第 2 条第 6項による金額（同条第４項ただし書計算） 
   日、時間又は出来高払制によって定められた給  勤務した日数 

   与の総額(控除日に支払われたものを除く)    (控除日を除く) 

 
                     円÷     ×     ＝      円   銭(チ) 
 
  （寒冷地手当の額） （総日数） （その他の給与総額）  (ホ) 
  
  
             

（総日数）  （控除日数） 
 
                   (チ) ＋ (リ) ＝        円   銭 

 
 

別紙

〔                 〕 ×5 

365 
× ＋ ÷ － ＝ 円   銭(ホ) 

×5 

365 

日－ 

× ＋ － 

＝ 円   銭 
円   銭  

日 

×5 

365 

日－ 

× ＋ － 

＝ 円   銭(リ) 
円   銭 

日 

60 
100 

60 
100 

(      ) 

〔      〕 

〔          〕 〔  〕 

〔       〕 

新宿 太郎 
昭和 58 年  １  月  １  日生 

 ５ ４ １ 
 ５ ４ 30 

３０ 
２２ 

 
２７６，６００ 
１９，５００ 
５３，２９８ 
１５，０００ 

９，０７３ 1/ 3 

２６，０００ 
 
 
 
 
 
 

３９９，４７１ 1/ 3 

 ５ ５ １ 
 ５ ５ 31 

３１
２３

２７６，６００
１９，５００
５３，２９８
１５，０００

９，０７３ 1/ 3
２３，４００

３９６，８７１ 1/ 3

 ５ ６ １ 
 ５ ６ 30 

３０
２０

２７６，６００
１９，５００
５３，２９８
１５，０００

９，０７３ 1/ 3
２０，８００

３９４，２７１ 1/ 3

  
  

９１
６５

８２９，８００
５８，５００

１５９，８９４
４５，０００
２７，２２０
７０，２００

１，１９０，６１４

１，１９０，６１４ ９１ １３，０８３ ６７ 

 １３，０８３ ６７ 

 ７０，２００ ６５ ６４８ ００ 
 
 １，１２０，４１４ ９１ １２，３１２ ２４ 
 １２，９６０ ２４ 



 

(Ｄ) 規則第 3条第 1項による金額 

    （給与総額）       （総日数） 

              円÷          ＝        円    銭 

 ①災害発生の日（令和   年   月   日）における 

  基本的給与の月額 

          職給料表    級      号給 

 ②補償事由発生日（令和   年   月   日）にお 

  ける基本的給与の月額 

          職給料表    級      号給 

給 料 

扶 養 手 当 

地 域 手 当 
特地勤務手当又はへき地勤務手当 

計 

円 

円 

円 

円 

円 

給 料 

扶 養 手 当 

地 域 手 当 
特地勤務手当又はへき地勤務手当 

計 

円 

円 

円 

円 

円 

(Ｅ) 規則第 3条第 2項による金額 

             （基本的給与の月額①） 

                            円÷30＝         円    銭 

(Ｆ) 規則第 3条第 3項による金額 

             （基本的給与の月額②） 

                            円÷30＝         円    銭 

(Ｇ) 規則第 3条第 4項による金額 

 災害発生の日を補償事由発生日とみなして(Ｆ)の例により計算した額 

          （基本的給与の月額①） 

                         円÷30＝         円    銭(ヌ) 

(ヌ) 及び(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)(Ｃ′)(Ｄ)(Ｅ)のうち最も高い金額 

                                      円    銭(ル) 

            (ル)        （総務大臣が定める率） 

               円    銭×         ＝         円    銭 

規 

則 

第 

3 

条 

第 

6 

項 

に 

よ 

る 

金 

額 

(Ｈ) 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合の金額 

  補償事由発生日を採用の日とみなして(Ｅ)の例により計算した額 

        （基本的給与の月額②） 

                         円÷30＝         円    銭 

(Ｉ) 離職後に補償を行うべき事由が生じ、かつ、補償事由発生日が災害発生の日の属する年度の翌々年度以降 

  に属する場合の金額 

 災害発生の日を補償事由発生日とみなして(Ｆ)の例により計算した額 

      （基本的給与の月額①） 

                        円÷30＝         円    銭(ヲ) 

(ヲ) 及び(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)(Ｃ′)(Ｄ)(Ｅ)のうち最も高い金額 

                                     円    銭(ワ) 

         (ワ)        （総務大臣が定める率） 

            円    銭×         ＝         円    銭 

(Ｊ) (Ｈ)(Ｉ)以外の金額 

                                      円    銭 

(Ｋ) 規則第 3条第 7項による金額 

                                         円 

(Ｌ) 法第 2 条第 11項又は第 13項による金額 

法第 2条第 11 項又は第 13項の基準日における年齢                    歳 

最 高 限 度 額 

円 

最 低 限 度 額 

円 

昭和 61年改正法附則第 5条の規定によ 

る経過措置の適用 

 □有   □無 

 2 平均給与額 

                                       円（     ）による金額 

 

＊ 平均給与額の算定内訳は上記のとおりであることを証明します。 

    令和   年   月   日 

 
                        所  在  地 

 

                 所属部局の  名    称 

                        長の職・氏名                          

 

 

   ５   ７   ４ 
 
 行政（－） ２ ４０ 

 ２７６，６００ 
 １９，５００ 
 ５３，２９８ 
 
 ３４９，３９８ 

 ３４９，３９８ １１，６４６ ６０ 

  ３，９４０ 

  １３，０８４   Ａ 

 ５ ８ ７ 

新宿区西新宿２－８－１ 

○○局○○部 

部 長  淀橋 一男 

（文書番号、所属部局の長の自署若しくは押印又は公印） 

５〇〇第〇〇〇号 文書番号 



記載例23　休業補償請求書　（一部休業がある場合）
様式第７号 １号紙

第 回

地方公務員災害補償基金 年 月 日

殿

下記の休業補償（休業援護金）を請求（申請）し

　ます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

年 １ 月 １ 日生（ 40
負傷又は発病の年月日

年 月 日

日らか日月年

日でま日月年

全部休業した日に支払われた給与の額 円

一部休業した日に支払われた給与の額 円

１及び２については、下記のとおりであることを証明します。 ５〇〇第〇〇〇号

年 ９ 月 ６ 日

　所属部局の

（全部休業した日に支払われた給与の額）

×円06 11 日

）Ａ（円＝001

（一部休業した日に支払われた給与の額）

（ア）又は（イ）のうちいずれか低い額

×円06 ３ 日

）Ｂ（円＝001

（Ａ）＋（Ｂ） 円

①休業補償を受ける場合

×円02 11 日

）Ｃ（円＝001

②休業補償を受けない場合

（全部休業した日に支払われた給与の額）

日×円08

）Ｄ（円＝001

（一部休業した日に支払われた給与の額）

（ウ）又は（イ）のうちいずれか低い額

×円02 ３ 日

）Ｅ（円＝001

（Ｃ）＋（Ｄ）＋（Ｅ） 円

。たっかなはで者険保被。たっあで者険保被の　６

〔注意事項〕裏面参照。

１３，０８４ 円

個　人　番　号

１
所属団体名 　　東京都

フリガナ 　　　　シンジュク　タロウ

令第１条職員 令和 ５ ７ ３

被
災
職
員
に

関
す
る
事
項

氏　　　名 　　　新宿　太郎

所属部局名 　　〇〇局〇〇部
歳）

職　　　名 　　主事
常　　　　勤

令和　 ５ ８ ３１ 一 部 休 業 し た 日 数

休 業 補 償 請 求 書 認 定 番 号 〇〇〇〇-〇〇〇〇

休業援護金申請書 請 求 回 数 2

フ  リ  ガ  ナ
氏　　 　 　名 新宿

シンジュク

  太郎
タロウ

（自署又は押印）

請求（申請）年月日 令和　 ５ ９ ８

　東京都支部長
請求（申請）者の住所

〇〇県〇〇市〇〇町１－２

３

０

４，１２８

２ 令和 　５ ８ １
のうち １４ 日

全 部 休 業 し た 日 数 １１

請
求

日
数
等

＊３

所
属
部
局
の

長
の
証
明

令和　 ５ 　新宿区西新宿２－８－１所 在 地

　〇〇局〇〇部

長 の 職 ・ 氏 名

名 称

文書番号

＝ ７，８５０ 円
７，８５０

休
　
業
　
補
　
償

８６，３５０

一部休業した日
についての計算

（平均給与額） （総務大臣が最高限度額として定める額）

１３，０８４

４ 全部休業した日
についての計算

（平均給与額） （請求日数）

× － ０ 円

）イ（円）ア（円

（請求日数）

円 － ４，１２８ 円 ＝ ８，９５６

請　求　金　額 １０２，４６９

５

全部休業した日
についての計算

（平均給与額）　 （請求日数）

休
　
業
　
援
　
護
　
金

１３，０８４

８，９５６ 円 × ＝ ５，３７３ 円

円 × ＝ ２，６１６ 円
２，６１６

２８，７７６

５，３７３

１６，１１９

（平均給与額） （請求日数）

申　請　金　額 ３４，１４９

円 × － 円 ＝ 円

円 ＝ ８，９５６ 円 （ウ）
一部休業した日
についての計算

（平均給与額） （総務大臣が最高限度額として定める額）

１３，０８４ 円 － ４，１２８

５，３７３
８，９５６ 円 × ＝ １，７９１ 円

１，７９１

昭和５８

他法年金の受給関係

円 （イ）

（請求日数）

部長 淀橋 一男
（文書番号、所属部局の長の自署若しくは押印又は公印）



請求日数のうち療養のため勤務することが 現在の状態

できなかったと認められる日数 年 月 日

年 月 日から

年 月 日まで 治ゆ 死亡 中止 転医 継続中

上記のとおりであることを証明します。

年 ９ 月 １ 日

　医療機関の

８ 任意の口座を指定する

〇〇〇銀行 〇〇〇〇支店 口座種別

１２３４５６７ 　氏名（フリガナ） 休業
キュウギョウ

補償
　ホショウ

取扱
トリアツカイ

者
　シャ

　　総務
ソウム

課長
カチョウ

　甲野
コウノ

　一郎
イチロウ

その他

公金受取口座を利用する（本請求（申請）書に記載の個人番号を利用して公金受取口座との情報連携を行うことに同意する。）

＊

 （到達した年月日） 年 月 日 年 月 日 年 月 日

法第30条の制限 有 無

円

円

円

〔注意事項〕

１　請求（申請）者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。

２　一部休業の取得時間数が複数ある場合は請求書も複数作成が必要であること。

３　複数月に渡り休業補償を請求する場合は、月毎に休業補償（休業援護金）請求書（申請書）の作成が必要であること。

４　個人番号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規

　定する個人番号を記入すること。ただし、２回目以後の請求において個人番号に変更のない場合には、記入する必要はないこと。

５　「２　請求日数等」の欄は、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号。以下「法」という。）第28条ただし書及び地方公務

　員災害補償法施行規則（昭和42年自治省令第27号）第26条の３に該当する日がある場合は、当該日を控除した日数を記入すること。

６　「４　休業補償」及び「５　休業援護金」の欄の「全部休業した日についての計算」の「（平均給与額）」には、「平均給与額算

　定書（２号紙）」の「２　平均給与額」の金額を、「一部休業した日についての計算」の「（平均給与額）」には、療養を開始して

　から１年６月を経過している場合に、平均給与額が法第２条第13項の規定により総務大臣が定める最高限度額を超えている場合であ

　っても、当該最高限度額を適用しない金額を記入すること。

７　「４　休業補償」及び「５　休業援護金」の欄の「総務大臣が最高限度額として定める額（イ）」は、療養を開始してから１年６

　月を経過している場合に、法第２条第13項の規定により総務大臣が定める最高限度額を記入すること。

８　「６　他法年金の受給関係」の欄は、請求する休業補償と同一の事由により地方公務員災害補償法施行令（昭和42年政令第274号。

　以下「令」という。）附則第３条の２第１項の表の上欄に掲げる年金たる給付を受ける者であるときは、「□__________の被保険者

　であった。」を選択するとともに、その適用を受ける法律の名称を記入すること。なお、この請求書を提出するときに、その年金の

　種類、年額及び支給開始年月等を記載した書類を添付すること。ただし、基金が情報提供ネットワークシステムを利用することによ

　りその事実を確認できるときは添付する必要はないこと。また、この請求書に係る補償の支給決定後に令附則第３条の２第１項の表

　の上欄に掲げる年金たる給付を受けることとなった場合には、速やかにその旨書面で報告すること。

９　「＊７　医師の証明」の欄は、入院中の場合のように、既に療養補償請求書等によって療養のため勤務できないことが明らかに

　認められるときは、この請求書において重ねて医師の証明を求め、記入する必要はないこと。

　　なお、ここでいう「勤務」とは、必ずしも災害発生前に従事していた業務に限るものではなく、医師の指示により一時軽労働に従

　事できる場合も含まれます。したがって、配置換え等により比較的軽易な業務に従事することが可能となった場合には、「勤務する

　ことができない」には該当しません。長期にわたり自宅療養を行っている場合等には、比較的軽易な業務に従事することが可能であ

　るかどうかについて、傷病の程度、通院の状況、治療内容及び医師の意見等を基に判断すること。

10　同一月内で医療機関を変更した場合は医療機関ごとに医師の証明が必要であること。

11　「８　送金希望口座等」の欄は、公金受取口座への送金を希望する場合は、送金先金融機関名等の口座登録情報を記入する必要は

　ないこと。

12　「平均給与額算定書（２号紙）」には、この請求に係る平均給与額についての算定内訳を記入すること。ただし、２回目以後の請

　求において平均給与額に変更のない場合には、記入する必要はないこと。

13　年月日の記載には元号を用いる。

日

名 称 　千代田区永田町〇―〇

医

師

の

証

明

令和 　５ ９ １

令和 　５ ８ １
のうち 14 日

所 在 地 　関東整形外科病院
医 師 の 氏 名

（自署又は押印）

＊
決
定
金
額 日

令和 　５ ８ 31

令和 　５

送
金
希
望
口
座
等

金融機関名 本支店等名  普通  当座

口 座 番 号

休 業 補 償 ＊ 通 知

口座名義人

受　理＿ 所　属　部　局 任　命　権　者 基　金　支　部

月

年 月

合 計

休 業 援 護 金
＊ 支 払 年

＊７ 傷 病 名 　　　　右下腿骨骨折

関東 次郎
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